












三重県最低賃金

「三重県最低賃金」は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。

また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金又は特定（産業別）最低賃金が適用されます。

特定（産業別）最低賃金  （適用業種欄 (E○○○）は日本標準産業分類項目コード）

最低賃金件名 適用業種

（効力発生日） 最低賃金額 （三重県最低賃金が適用される者）

※１ 最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 ② 時間外、休日及び深夜割増賃金 ③ 臨時に支払われる賃金 ④ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※２ 最低賃金の減額特例

次に掲げる労働者については、使用者が三重労働局長の許可を受けた時は、減額された額により最低賃金の効力についての規定が適用されます。
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 ② 試の使用期間中の者 ③ 認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの  ④ 軽易な業務に従事する者 ⑤ 断続的労働に従事する者

※３ 「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」の取り扱いについて

           「最低賃金」についてのお問合せは、三重労働局労働基準部賃金室（電話０５９－２２６－２１０８）又は最寄の労働基準監督署へお願いします。
           三重労働局ホームページ（http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/)、もご参照ください。

三重県内の最低賃金
三 重 労 働 局
労 働 基 準 監 督 署

８４６円時間額 （平成30年10月1日発効）

なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、下表の「特定（産業別）最低賃金」が適用されます。

当産業の最低賃金が適用されない者

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金 ⑴  ガラス・同製品製造業(E211)
⑵  ⑴に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑶  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済

活動が⑴に掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に従事する者

（平成30年12月20日発効）

時間額 ８７９円

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 ⑴  電線・ケーブル製造業(E234)
⑵  ⑴に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑶  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済

活動が⑴に掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
 ロ  書類等の複写、集配又は簡易な入力業務
 ハ  手作業による軽易な包装、箱詰め又は運搬の業務

（平成30年12月20日発効）

時間額  ９００円

三 重 県電 子部 品・ デバ イス ・電 子回 路、 ⑴  電子部品・デバイス・電子回路製造業(E28)
⑵  電気機械器具製造業（電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気

計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理,補助的
経済活動を行う事業所を除く。）(E29)

⑶  情報通信機械器具製造業（ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子
計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理，補助的経済
活動を行う事業所を除く。）(E30)

⑷ 純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が
⑴から⑶までに掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃又は片付けの業務
 ロ  卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処
    理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は

  刻印の業務
 ハ  手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取り
    そろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、
    みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務
 ニ  書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
 ホ  賄い又は雑役の業務

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金

（平成30年12月20日発効）

時間額 ８８６円

「三重県最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
従って、「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金（時間額739円、日額5，907円 平成10年12月15日発効）」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金（時間額762円 平成15年12

月15日発効）」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金（時間額843円、平成27年12月20日発効）」が適用される労働者については、三重県最低賃金（時間額846円）の金額以上の賃
金を支払わなければなりません。

三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品 ⑴  建設機械・鉱山機械製造業(E262)のうち建設用ショベルトラック製造業
⑵  自動車・同附属品製造業(E311)
⑶  船舶製造・修理業,舶用機関製造業(E313)
⑷  産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業(E315)
⑸  その他の輸送用機械器具製造業(E319)（自転車・同部分品製造業を除く。）
⑹  ⑴から⑸までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
⑺  純粋持株会社を営む使用者（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が

⑴から⑸までに掲げる産業に分類されるものに限る。）

⑴  18歳未満又は65歳以上の者
⑵  雇い入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの
⑶  次に掲げる業務に主として従事する者
 イ  清掃又は片付けの業務
 ロ  賄いの業務
 ハ  書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務
 ニ  手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、
    箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料
    若しくは部品の送給、取りそろえの業務（これらの業務のうち、流れ作業
    の中で行う業務を除く。）
 ホ  手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング
    又はさび止めの処理の業務

製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業、産業用

運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用

機械器具製造業最低賃金

時間額 ９２１円
（平成30年12月20日発効）



 

車両電気配線装置製造業に係る業務に関係する皆さんへ 

最低工賃が改正されました 
 

 平成 30年 11月 18日から、三重県車両電気配線装置製造業（ワイヤーハーネス）

最低工賃が下記のとおり改正されました。 

 

１ 適用する家内労働者 三重県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者 

２ 適用する委託者 上記の家内労働者に下記の業務を委託する委託者 

３ 最低工賃額 下の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額 

品   目 工      程 規      格 金   額 

キャップ通し 電線の端末に取り付けられ

た端子に絶縁キャップをか

ぶせる。 

 １個につき 80銭 

カプラー差し カプラーに電線の端末に取

り付けられた端子を差し込

む。 

長さが500mm以下の電線につ

いて行うもの。 

１本につき 58銭 

長さが 500mmを超え 1,500mm

以下の電線について行うも

の。 

１本につき 66銭 

長さが1,500mmを超える電線

について行うもの。 

１本につき 76銭 

仮巻き カプラー差しを終えた長さ

1,500mmを超える電線を次

工程へ送るため仮に束ね

る。 

 ８本以下のもの１

本につき  32銭 

 ９本目から本数１

本につき  24銭 

外装テーピング 集束線の外装を保護するた

めテープを２分の１重ねて

巻き付ける。 

 使用テープ１ｍに

つき  ３円 24銭 

チューブ通し 電線の被覆を保護するた

め、丸チューブを電線の端

から差し入れる。 

15cmを超え 50cm以下のチュ

ーブについて行うもの。 

チューブ１本につ

き     80銭 

 

お問い合わせは、三重労働局賃金室 TEL059-226-2108  

又は最寄の三重労働局管下の各労働基準監督署へ 















































                                                                    

 

  





「 三 重 県 交 通 労 働 災 害 防 止 大 会  
～STOP！交通労災 安全大会～」の開催について 

 

三 重 労 働 局 

 

平素は、労働行政の推進にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本年度からスタートした第 13 次労働災害防止計画においては「死亡災害ゼロ」及び「死傷

災害アンダー2,000」を目標に災害防止の取り組みを推進していますが、本年、特に交通労働災害

については、10 月末現在、前年同時期と比較し、33.3％の大幅増加となり、業種別では建設業で

283.3％、運輸交通業で 28.6％、第三次産業で 21.3％の増加を示し憂慮すべき状況にあります。 

そのため三重労働局では、三重県下の労働災害防止団体等と協調し、各事業場における交通労働災

害の防止の推進を図るため、下記のとおり「三重県交通労働災害防止大会 ～STOP！交通労災 安全

大会～」を開催することといたしました。 

 つきましては、事業主及び交通労働災害防止の管理者等の積極的な参加をいただきますようお願い

いたします。 

記 

１ 日 時  平成 31 年 1 月 17 日（木）1４時 0０分から 16 時 30 分まで 

２ 場 所  三重県総合文化センター 生涯学習センター 視聴覚室 

３ 定 員  130 人（定員になり次第締め切ります。） 

４ 内 容 〇あ い さ つ 【三重労働局長】 

      ○県内の交通労働災害の現状と交通労働災害防止ガイドラインについて【三重労働局労働基準部長】 

○講演:｢交通事故情勢と交通事故防止対策について｣【三重県警察本部交通部交通企画課 警部】 

○講演:｢プロのプライド｣【㈱モビリティランド 鈴鹿サーキット交通教育センター 所長】 
〇大 会 宣 言 【建設業労働災害防止協会三重県支部 専務理事】 

５ 申し込み方法   事前に下記申込書に必要事項を記入の上、郵送又はＦＡＸで申し込みください。 
及び申し込み・   〒514-8524 津市島崎町 327-2 三重労働局 労働基準部 健康安全課  
問い合わせ先     【FAX 059-226-2117】・【TEL 059-226-2107】 
 

平成  年  月  日 

「三重県交通労働災害防止大会 
  ～STOP！交通労災 安全大会～」申込書 

                                                                              

三重労働局長 殿 

事業場名称 

所 在 地 

事業者職・氏名               
 
標記の大会に下記のとおり申し込みます。 

                                                

 

 

 

 

 
 
注：１ 申し込みは、定員になり次第締め切ります。 

２ 一つの事業場で複数の方の申し込みをされる場合は、人数調整をさせていただく場合があり 
ますのでご了承願います。（その場合は事前に申し込み担当者様あてご連絡いたします。） 

３ 参加券は発行しませんので、大会当日は当該申込書（写）をご持参ください。 

職  名 氏   名 

  

  

 

申し込み担当者の職・氏名 
及び連絡先（ＴＥＬ） 

 



         臨時産業保健研修会開催のご案内 

 

三重産業保健総合支援センターをご利用いただきましてありがとうございます。 

この度、臨時に産業医以外の産業保健スタッフ向け研修会を下記のとおり開催いたしま

すのでご案内申し上げます。 

 

                記 

 

日 時 ： 平成 31年２月 19日（火）14時 30分～16時 30分 

 

場 所 ： 津市桜橋２丁目 191番４ 当センター研修室（三重県医師会館 5階） 

 

テーマ ： 「これからはじめる職場環境改善」                   

        ストレスチェック制度の中で職場環境改善をこれから始めようとしてい

る事業場の担当者（人事労務担当者や産業保健スタッフ等）に職場環境改

善の基礎知識を分かりやすく説明します。 

 

講 師 ： 三重産業保健総合支援センター 

 メンタルヘルス対策促進員  安保 明子 

           

定 員 ： 28名 

 

研修会申込方法等 

・ お申し込みは裏面の申込書に必要事項をご記入の上、Fax又は郵送でお願いします。 

・ 研修会は、多数の方が受講を希望されることがありますので、欠席する場合は必ず連

絡をお願いします。 

 

 

お 問 い 合 わ せ 先 

〒514‐0003 

   津市桜橋２丁目 191番４ 三重県医師会館５階 

    独立行政法人 労働者健康安全機構 

        三重産業保健総合支援センター 

          （ 担 当 ： 山田、森 ） 

    ☎ 059‐213‐0711 Fax 059‐213‐0712        



                                 裏  面 

 

「臨時産業保健研修会（これからはじめる職場環境改善）」申込書 

 

                   申込日  平成   年   月   日 

 

三重産業保健総合支援センター あて 

（ Fax ： 059‐213‐0712 ） 

 

 

 １ 業   種                           

  

                                    

２ 事業場名                            

  

                                    

３ 所 在 地                           

            

           該当するものに○印をご記入ください。                

４ 職   種   保健師  看護師  衛生（安全）管理者  人事・労務担当者                         

             事業者  労働者  その他（             ） 

 

（フリガナ） 

５ 受講者氏名                            

 

 

６ 電話番号                              

 

 

７ F a x 番 号                               

 

 

・ ご記入の個人情報は当センターが責任をもって管理し、当センターが提供する産業 

保健サービス以外での使用はいたしません。 

・ 申込書は申込者 1名毎に作成してください。受理しましたら通知いたしますので電 

話番号、Fax番号は必ずご記入してください。 


